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第 12回 高円寺地域における新しい学校づくり懇談会会議録（要旨） 

 

会 議 名 第 12回高円寺地域における新しい学校づくり懇談会 

日 時 平成 27年９月２日（水）午前 10時～11時 40分 

場 所 高円寺中学校 多目的室 

出 席 者  懇談会委員 25名（欠席３名）    

傍 聴 者 15名 

次 第 
１ 新校舎配置計画について 

２ その他 

資 料 

資料１  配置計画案の比較検討 

資料２  日影図 

資料３  グラウンドへの日影比較（地盤面） 

 

会長 おはようございます。本日は雨の中おいでいただきまして、本当にありがとうござ

います。 

ただいまから第 12 回高円寺地域における新しい学校づくり懇談会を開催いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

本日の欠席ですが、中島委員、松谷委員、西山委員からお休みの連絡をいただいて

おります。きょう傍聴の方もたくさんおいでになっております。よろしくお願いいた

します。 

（配付資料確認） 

きょうも前回に引き続きまして、基本設計が議題になっております。そのため、区

の建築部門の営繕課の職員の皆様と、設計事務所の方にご出席をいただいておりま

す。よろしくお願いいたします。 

では、次第の１になります。新しい校舎の配置計画についてです。前回、校舎を東

西南北、それぞれに配置をした４つの案をご提案いただいております。その中で、校

舎を南側に配置したＡ案、それから、東側配置としてのＢ案、そして、現在の高円寺

中の既存校舎と同じ北側配置のＣ案、最後に西側配置のＤ案という４つの東西南北の

タイプでございます。前回、委員の皆様からは、さまざまなご意見を頂戴しました。

グラウンドへの日影に配慮したものに修正してほしいということで、再度ご提案いた

だくというようなところで、話があったと思います。 

まず、その修正案や、グラウンドの舗装の工夫などについて、ご説明いただければ

と思いますので、教育施設研究所の皆様、お願いできますでしょうか。よろしくお願
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いします。 

教育施設研究

所 

それでは、前回から特に新しくした部分を中心にご説明させていただきます。 

前回のＡ案では、仮設校舎がなく、南側に配置したものとして、ご紹介させていた

だきました。簡単にご説明しますと、校舎を一番南に置き、150 メートルのトラック

を確保しようという案で、他の案と比べると最もグラウンド面積が広いものでござい

ます。 

ただ、今回改めて修正した、別の案としましては、後で日影率が出ますが、少しで

もグラウンドや、住宅へ落ちる日影を修正しようというところで、校庭側の部分の階

高を減らしています。これがやはり日影の一番北側に影響しているものですから、こ

この部分を４階建ての階高に抑えることで、日影の影響を階高分４メートル下げたと

いうことで、その他ほとんどレイアウト的には変わらずというところでございます。 

次は、Ｂ案ということで、南東案、プールが一つで、屋上エリアがある案もご提示

させていただきました。やはり、トラックが 120メートルということで、校庭面積が

少し小さくなっていると、そのかわり、西側に校庭ができております。これは、小学

校の低学年の遊具スペースとか、安全に配慮したらどうだろうかというところでお出

ししていました。 

今回ご提出する案は、同じＢですが、ほとんど南案のバージョンに近い南西案。そ

うしますとグラウンドの広さは、ほぼ同じなのですが、東側に少し――少しといいま

しても 400㎡ですから、体育館の３分の２ぐらいの大きさのスペースができますので、

こちらを低学年の安全な庭として使うことができるのではないだろうかというとこ

ろで計画しています。日影的に、今回、一番朝日が入るように、気になる部分をカッ

トしたというところが特徴です。そうすると朝日が入りやすく、東側のスペースがで

きたと。ただ、本来のグラウンドは、やはりどうしてもＡ案よりは小さくなってしま

います。 

次に、前回と同じままで、Ｃ、Ｄ案ということでまとめてみました。Ｃ案は、北側

に校舎を置いて、まず、仮設校舎をつくって、既存校舎を解体して、そして同じ位置

に、北側に校舎をつくるという案になります。これは、北側の日影の影響で、ずっと

北側の校舎部分がセットバックしていきますので、うんと南側に校舎が伸びてきてい

るということで、やはり余りグラウンド面積としては広くはとれていません。 

それと、Ｄ案もほぼ同様で、すごく細いトラックができていますが、少しでもグラ

ウンドを、150 メートルトラックの形でとってみようかというところで計画したもの

でございます。これも、かなりセットバックしていくということで、校庭側にどんど

ん浸食していくような配置になっております。やはり、近隣の皆さんへの日影の影響

がすごく大きくなっております。 

資料２が、先ほどの説明を日影図で描いたものです。これは冬至といいまして、１

年で一番日影が長い時で表現しております。こういった形で、８時から 16 時までの

影を描いておりますと、北側の住宅には、日がずっと当たっているような状態になっ

ているというのがＡ案になります。後で、グラウンド部分の日影の影響もご説明しま
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すので、全体像としてはこの形で見ていただきたい。 

下段は１日中といいますか、８時から 16 時までの間で、２時間影になっている部

分が下段のピンクのライン、３時間影ですよというのがオレンジのラインで表現して

います。Ａ－１案は校庭側の階数が減った分、少し日影が減っているという状況です。 

Ｂ案は、赤いラインのところが、朝から影だというところです。ほぼ朝から日が当

たっている部分は北東部分の三角形部分ぐらいしかないのですが、夕方になるとかな

り日が入ってきます。16時といいますと、大体小学校は終わる時間になりますので、

そうすると、Ｂ－１案は、Ｂ案に比べますと、朝日が入る、グラウンドに当たる量と

いうのは、非常に広くなっています。 

北側の住宅地に関しては、影響は同じようにないのですが、壁面が長くなった分、

東の住宅地あるいは西側に少し住宅もございますので、そちらの部分に影響がある

と。先ほどの、２時間、３時間のラインでは、かなり違ってきているという状況です。 

次はＣ、Ｄ案の北側に置いたタイプです。当然北側の近隣の方や校舎の西側の近隣

の方には、影が影響しているという状況です。Ｄ案になりますと、北側案でありなが

らも、グラウンドにも影を落としているという状況でございます。これが、また２時

間、３時間の、１日中日影になっているという状況です。 

それから今回、前回の議題の中で、北側のグラウンドに落ちる影がどうなるのかと

いう話になりましたので、そこだけ抜いて表現したものが資料３になります。水色の

三角形の部分が、朝の８時から 16時までずっと日影の部分です。 

このＡ案では、その部分は大きくは変わらないのですが、何色の線もかかっていな

い白い部分が、やはりＡ－１案のほうが広くなっているので、１日中日が当たる部分

が半分は出てくるという状況です。 

Ｂ案になりますと、やはりこれは１日日影がないという部分はほとんどないのです

が、Ｂ－１案になると、北西側に日の当たる部分が出てくるということです。 

下段には、夏至の時間を書きました。同じ書き方ですが、夏至というのは、どの案

も全く日影は関係ないような状況になります。 

当然、春、秋分というのは、この半分程度で、冬至が一番厳しい状況ということで、

比較して考えていただければと思います。 

簡単でございますが、以上でございます。 

会長 ありがとうございます。今、図をもとにご説明いただきました。 

最後のところで、校庭の日影図を説明していただいたのですけれども、グラウンド

が北側になった場合の、水はけその他の心配というようなことも指摘されていますの

で、舗装につきまして、営繕課からご説明いただけますでしょうか。 

営繕係長  それでは、参考資料をごらんください。「北側校庭仕上げ図」です。 

 設計事務所より説明があったＡ案、Ｂ案ですが、校庭が北側に来る案となっていま

す。この資料では、既存の学校で同様の配置となる方南小学校、阿佐ヶ谷中学校につ

いて示しています。 

 方南小学校については、南側に校舎、東側に体育館がありまして、日影となる部分
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が出てきます。阿佐ヶ谷中学校につきましては、南側に区役所の庁舎、東側には、近

隣のマンション、あと住宅等があるので、日影が発生します。 

 まず、校庭の日照についてなのですが、この配置図の一番左の、これはＡ案の配置

図なのですが、さっき設計事務所から説明があったように、冬至の場合、北側に三角

形の、朝８時から 16時まで日影になる部分が発生します。 

 しかし、この配置図を見てもらうとわかるように、南北に 75 メートルと、校庭に

奥行きがありますし、東側に低層の住宅があるので、空からの光が回り込んでくるの

で、暗い空間にはなりません。右の方南小学校、阿佐ヶ谷中学校も、同様の日影が落

ちるのですが、外での活動に支障になるような暗さにはなっていないと思います。 

 次に、校庭の舗装についてですが、校庭が日影になることによって、冬に霜が張っ

て、それが溶けてくるという問題があります。これについては、凍りにくく、かつぬ

かるまないような仕上げを行うように検討しているところです。 

 下の欄の「舗装仕様」というところなのですが、左下の、これは今の高円寺中学校

の校庭の仕様です。表層に塩化カルシウムと石灰ダストを散布し、その下に、これは

70ミリなのですが、７センチの不溶土という泥にならないように改良した土を混ぜた

ものを使っています。本校の校庭については、水はけがよいという話を伺っています。 

 次に方南小学校の舗装の仕様ですが、真ん中の下の欄のところです。こちらは表層

に特殊針葉樹皮混合土という、針葉樹の皮を混ぜた土を表層に敷いています。これは

水はけがよくて、ぬかるまないという特徴があります。 

 右下の図が、阿佐ヶ谷中学校の舗装の仕様です。表層に荒木田という土と、あと、

軽石スクリーニングスという軽石の粉を混ぜたものを表層に使って、その下に火山砂

利を敷いています。阿佐ヶ谷中学校でも、ぬかるみはほとんどできないと聞いていま

す。 

 新校の校庭については、これらを事例も含めて、日影になっても霜が張らないよう

なもので、かつ、近隣に配慮して、ほこりが飛びにくいようなものを採用していきた

いと思っています。 

 以上です。 

会長  ありがとうございました。前回に引き続きまして、再度修正案も含めた配置計画案

と、新たに校庭の舗装についてご説明をいただきました。 

 前回、何人かの委員さんからの校庭の広さや平面計画の自由さを考えると、北側配

置のＣ、Ｄ案よりも、Ａ、Ｂ案のほうがいいのではないかというようなお声もいただ

いております、 

 ただ、前回の会で、まだご意見を出されていない方もいらっしゃいますし、改めて

校舎と校庭の配置について考えていきたいなというふうに思っております。 

 会場の真ん中を見ていただきますと、立体の模型が用意されております。どうして

も平面図でいきますとなかなかイメージしにくいのですけれども、立体模型をここで

見ていただきながら、その後、委員の皆さんからのご意見を頂戴できればと思ってお

ります。 
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 人数も多いので、恐れ入りますが、傍聴の皆様には申しわけないのですけれども、

会の終了後、ごらんになっていただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 では委員の皆さまは中に入っていただいて、模型をごらんになってください。 

（立体模型確認） 

 それでは、一通りごらんいただけたと思いますので、ここで、ご質問等も含めて、

委員さん方からのご意見を頂戴できればと思います。何か、ご質問、ご意見ございま

す方は、挙手でお願いできればと思います。 

委員 参考に現在の敷地面積に対しての、許容の建築面積と、総床面積を教えていただけ

ますでしょうか。 

施設整備担当

課長 

許容の建築面積が 9,700㎡、許容の延床面積が約３万㎡です。この地域は、建ぺい

率と容積率が非常によいところなので、もしめいっぱい建てようとすれば、非常に面

積はとれますけれども、やはり校庭を広くとらなくてはいけないということもありま

して、なかなか建ぺい率、容積率を使い切るような計画にはならないと、そういう計

画でございます。 

委員 Ａ案の中で、６階の屋上活動エリアと、あと、例えばＡ－１案のところの、屋上観

覧エリアに隣接した６階の部分がありますけれども、その６階というのは、用途的に

は、この屋上活動エリアとつながっているわけではないのですよね。 

教育施設研究

所 

ＡもＡ－１案も南側の屋上活動エリアには別の階段で上っています。 

ちょうど北側にある６階のところは、プールの更衣室とか器具庫が入っているよう

なところの階を表現しています。 

委員 そこで着がえて、下のプールにおりていく。 

教育施設研究

所 

表現が難しいのですけれども、６階の床がプールになっていますので、そこは、階

の高さとしては、５階と表現しているのですね。 

委員 この屋上活動エリアから、プールにはおりられるということですよね。つながって

いるのですか。 

教育施設研究

所 

つながってはいないですね。屋上活動エリアのほうが、プールサイドよりさらに４

メートルぐらい上に上がっているということです。 

委員 そのＡ案の屋上活動エリアの部分が６階ならば、５階のプールのその部分に、屋根

みたいな形ではつけられないのですよね。日照権の問題とかで、そこはもう５階に下

げられているということになると、プールの屋根という形で、つけることは無理と。 

学校整備担当

部長 

前回も温水プールの話があったのですが、現状では、学校のプールは、天空でやら

せていただきたいと現時点では思っております。最近つくった学校も、ほとんど天空

でやらせていただいています。 

例外なのが、阿佐ヶ谷中でございます。温水プールではないのですけれども、屋上

にプールがあって、そこにガラス張りの屋根がついています。 

会長 ほかにはいかがでしょう。 

前回では、南側というのですか、北側配置のＣ、Ｄ案よりもＡ、Ｂ案のほうがいい
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のではないかというところは幾つか出ていたと思うのですけれども。 

委員 先ほど見ているときに、ご意見が出ていたのですけれども、地下をやるにはかなり

お金もかかるしと、いろいろご意見が出ていますけれども、もしやっぱり屋上にプー

ルを２つというのが、使わない時期にもったいないような気がするので、使わない時

期の何か使えるような工夫で、子どもたちが活動できるスペースに変更するとかいう

ことはできるのでしょうか。 

学校整備担当

部長 

 和泉小中の一貫校を設計した際にも同じような意見が出ました。プールを使わない

ときに、プールの上にふたを敷いて、そこを軽運動場にしたらどうかという話でした。

設計の段階で詰めたのですが、大きいプールの上にふたをかけて子どもたちが安全に

遊べるようにするには、鉄骨でシーズンごとに骨組みを組んで、大分頑固に床を組ま

なければいけないということで、それを組むのに、先生方自身でできないので難しい

という話になり、天空のプールということでやらせていただきました。 

 確かに前回もそのプールを子どもたちの夏の期間以外、通年使えればいいのではな

いかというお話があるのですが、区としては、区民プールと学校プールの設置の位置

づけが違いまして、学校プールも夏場については区民開放しているところはあります

けれども、エリアごとに区民プール的な要素を入れるかどうかというのは、きょうの

時点では、教育委員会としては難しいというような見解を持っています。ですから、

学校単独のプールということだと思っています。 

委員  高円寺中のほうでは、今、窓が二重になっているのですけれども、防音対策関係が

どうなっているのかなということが１点と、あと、今本校のプールは南側にあるので

すけれども、やはり環七からどうか、いわゆる油膜が結構張ってしまってというよう

なところがあります。この特にＡ案を見ていますと、環七沿いに、近まっているので、

そこら辺がどうなのかなという心配があるのかなと思います。あと、Ａ－１案のこの

ピンクの７階部分なのでしょうか。これはどういう形で使われるのかなというのが、

この図面を見ていて思いましたので、それをお聞きしたいと思います。 

教育施設研究

所 

 本来このＡ案に階段やエレベーターの部分があります。屋外階段で最後そこのスペ

ースに上がるというイメージと、このピンクは、階段もそのまま階段室が上がってい

るというような捉え方をしていただければ。 

 屋上広場にエレベーターで、バリアフリー的に行けない子がいるというのは、おか

しいというところで、エレベーターも最上階まで上げなくてはというところで、７階

まで上がっています。 

 ペントハウスというものです。 

学校整備担当

部長 

 騒音対策なのですが、高円寺中は従前から騒音対策ということで、冷暖房完備の学

校を軸にしているので、それは踏襲したいと思ってございます。今回も全館冷暖房で、

教育委員会としては教育環境を優先にやりたいと思っています。 

 それからもう１つ、音の問題は、まだ部屋の中の配置計画というのが、まだフィッ

クスしていなくて、今はボリューム感を出すために、大きさを仮配置したものでござ

います。各部屋の配置については、小学校と中学校の先生方にきちんとご相談をして、
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教育の視点からどう配置をしたほうがいいのかということをきちんとこれから打ち

合わせをして決めていきます。 

 ただ、はっきりわかっているのは、やはり体育館とか、特別教室だとか、遮蔽とな

る部分。特に体育館は壁がコンクリートでできていて重いものですから、十分遮蔽が

できます。環七側だとか、南側の中央線、高架の鉄道の音を遮るためには、体育館の

位置というのが、これから重要になるのかなと思います。 

 そのプランニングについては、仮置きで今体育館を置いてありますけれども、それ

も学校の先生方と打ち合わせをしながらやっていきたいと。 

 ただ、今のところ言えるのは、基本の考え方でお示ししましたけれども、校庭を何

しろ広くしたいというご希望が皆さんございましたので、それに基づいて仮置きして

いるという状況でございます。 

委員  校庭を全面的に夜間も使えるように、照明とかを配置するのかなという点と、配置

した場合に、校庭がどれぐらい使えなくなるのか等、そのあたりをお聞きしたいなと

思います。 

学校整備担当

部長 

 教育委員会として、確かに要望はあるかなと思いますけれども、ただ、ご近所の、

夜の騒音の問題。スポーツをやるということは、ボールを蹴る音だとか、話し声とか

いろいろありますから、少年野球とかがいろいろ使いたいというお気持ちはわかるの

ですけれども、夜間開放については原則、やっていかないということで進めていきた

いと思います。 

委員  高円寺中さん、今は何時まで……。 

会長  夜間は体育館だけは開放していますけれども、グラウンドは夜間は使っていないで

す。 

 ほかはどうでしょう。配置について、方向性を決めさせていただけると、今度は中

をどうするかという話で次に行けるので、できたらこの回で１つに絞っていきたいな

というふうに思うのですけれども。 

委員  先ほど、プールの油膜のことが出ていましたけれども、杉四小は、油膜などはどの

程度でしょうか。 

委員  杉四小は、環七から結構離れていて、環七からプールまでの間に、何軒も住宅があ

りますので、直接ばい煙が浮かんでいたり、油膜が張ったりということはないです。 

会長  高円寺中も、毎回授業の前に、オーバーフローさせてから使っています。もちろん、

きちんとお掃除とかはしているのですけれども。 

委員  南側の案を考えるに当たって、やはり照明の問題というのは大きいと思います。夜

間開放がないにしましても、やはり冬場の夕方のクラブ活動等、そういったものとか、

あとは地域防災を考えた上での施設ということを考えれば、私は必須だと思います。

それが、そういった総合的な観点でつくかつかないかによって、南配置をどうするか

という判断もしなければならいと思いますので、その点をお願いいたします。 

学校整備担当

部長 

 安全性を考えますと、校庭が真っ暗ということはまずあり得ないです。ですから、

通常の敷地内を照らす照明は、地域防犯的な立場としてあります。 
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 もう１つは、これから考えなければいけないのは、昇降口の位置です。例えば、子

どもがどこから入って、どこを通って建物に入るかという通路をきちんと決めていく

中で、今後、冬については、帰り部活が終わった後暗くなる可能性もありますから、

その辺については今後の設計の中で、どう照明を配置していくかを考えていきます。 

 ほかの学校でも、多少夕方冬に野球をやったりして、薄暗くなるからニーズがあり

ます。薄暗くなったときに、荷物置き場とか、保護者の方が校舎側に待機していると

きに真っ暗になってしまうのが嫌だという話もあります。校舎側にダウンライトとい

うか、スポットライトを置いて、必要最小限の照明をつけるということも考えられま

す。そうしますと、どうしても北側が昇降口になろうかと思いますので、昇降口の照

明と、一だまりの照明というのをやっていけば、ある程度使いやすい照度はとれるか

なと思っています。 

委員  さらにまた照明のことなのですが、これ、道路の空地があるではないですか。ここ

に関しても、やはり街路灯的なものというのは、設置を考えていらっしゃるというこ

とですか。 

学校整備担当

部長 

 これは、まちづくり条例で２メートル以上歩道状空地をつけて、地域の方がきちん

と歩きやすい道路をつくります。 

 今後、ここの敷地は教育委員会のものなのですけれども、管理を区の中で土木の道

路部門がやるかどうか、教育委員会でやるか、これから決めさせていただきます。そ

の内容によっては、道路の街路灯で処理をするのか、敷地内の学校側の照明で明るく

していくのかというのも、これから設計の中で役割分担を決めていきます。 

 ただ、ご近所の防犯の問題もありますので、きちんと照度がとれるように、進めて

いきたいと思います。 

委員  屋上の観覧エリアというのが幾つかあるのですけれども、これは、ただ屋上に出ら

れるというところなのでしょうか。それとも、どこかを見るための、上から下を見る

ためのものなのでしょうか。 

教育施設研究

所 

 観覧エリアと書かせていただきましたが、４階の屋根から、屋上からグラウンドを

観覧することがあるのかと、運動会で、そこまで学校の先生が、父兄を上げられても

というところで、運動スペースではなくて、屋上緑化などの、テラスと考えていただ

いたほうが良いかと思います。 

 ４階から中学生のフロアがありますので、中学生たちがやはり外気に触れるという

空間として、やはりそういったものも必要ではないだろうかということで、屋上テラ

スという見方をしていただければと思います。 

委員  今の屋上観覧エリアについて、テラスというような話もあったのですが、北側で、

そんな必要があるのかなと感じるのです。であれば、校舎、部屋を広げたほうが、有

効的な活用ができるのかなと私は思いますが、いかがでしょうか。 

学校整備担当

部長 

 部屋のボリュームについては、教育委員会と学校側のほうで、どういう部屋が何部

屋いて、何㎡ぐらいできるか、自由に使えるスペースをどうするかという話を、全て

積み上げて決める話です。 
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 現状で、今設計事務所の言った観覧エリアというのは、あくまでも屋上庭園で、緑

を植えたところをお子様が上に上がっていただく、フリースペースとして使うという

考えです。 

 ご指摘のように、ここに何か部屋をつくって、上に上げてしまえばいいではないか

という話も、先ほどから観点になっている校庭の日影の問題がありますので、なるべ

くなら北側の校舎棟を、どうするのかというのは慎重に考えなければいけなくて、Ａ

案についても、細長く少し上に上がっているのです。そこは、あくまでも部屋ではな

くて、プールへ上がる階段だとか、機械室だとか、器具庫というような必要なところ

しかとっておりません。北側の部屋を大きくとるというのは、校庭の日影の観点も必

要かと思います。 

教育施設研究

所 

 補足です。Ａ－１案では、今４階がテラスとなっていますが、やはりここの階高が、

低く抑えられるので、使った場合と、使っていない場合で、やはり日影にならないも

のは、絵では小さく見えますが、実際は大きくなります。日影にならない部分がかな

り多いということで、あえて下げたというところです。 

委員  教室数とか、あとは、やはり地域のコミュニティ施設という部分も組み込んでいく

と思いますので、その中でまた判断をいただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

会長  それでは、配置計画についてのご意見をお願いします。 

委員  北側配置と南側配置でいろいろな案があるのですけれども、私もよくわからないの

ですが、トラックを 150メートルとる必要性があるのか、120メートルでいいのかと

か、あと、延床面積が一番広いもので１万 7,000㎡となっていますけれども、この辺

の校舎の使い勝手の状況と、教育上の問題を考えたときに、正直言うと、どちらのト

ラックが良いのかというのは漠然としたイメージしかありません。なので、先生方に

聞いたときに、どっちがいいのかといったときに、先生方としては、どういう意見な

のかというのをお聞かせ願いたいなと。 

 本当は 150メートルあったほうが、もちろん見た限りでは広いに越したことはない

と思います。だけどイメージでしかないわけですよね。運動会だとか、中学生になる

とやっぱりいろいろな競技大会とか出てくるわけではないですか。それを踏まえた上

で、我々が本当は 150メートルがよかったのに、120メートルにせざるを得なかった

とか。逆にこういうもので、あるように使うしかないのかという意見なのかとか、と

いう点を踏まえて、学校の校舎の充実感も踏まえた上で、先生方の意見はどうなのか

なというのをお聞かせ願いたいなと思っています。 

委員  今の本校のトラックは 150メートルトラックです。実際中学生、ごらんいただいて

いるとおり走っているのですけれども、150 メートルでも速い子なんかは、カーブが

きついかなというのが現状です。なので、120 メートルとなると、さらにカーブがき

つくなりますので、そうなってくると子どもたちが走っていてけがをするとか、転ん

でしまう可能性が考えられるので、150 メートルはあったほうがいいかなと思ってい

ます。 
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 同じ 150メートルの中でも、例えばＤ案ですか。これも 150メートルとってあるの

ですが、例えば、野球部がありますが、この校庭だと使いづらいかなというのが、こ

の図面からだと感じられます。そうなってくると、やっぱりＡ案あたりのこのトラッ

クのほうが、野球部などは使いやすいのかなという感じは、個人的にはします。 

学校整備担当

部長 

今の副校長先生の意見と対立してしまうのですけれども、Ａ案で書いた 150メート

ルというのは、あくまでもこの校庭の面積をとると、こういう形で、規模としては、

こんな形だと図示したものです。 

これから校門の位置を決めたり、建物の北側を接した昇降口への通路を考える必要

があります。そうすると、ここまでぎりぎり校舎まで距離がない中で 150メートルト

ラックがつくれるかというと、これから実施設計の中では、難しくなってくる可能性

もあると私は思っています。 

申しわけないのですけれども、あくまでもこういう規模で校庭が確保できるという

ことで、参考に図示したということで、お願いしたいと思います。 

委員 やはり、学校としましては、児童・生徒の運動量の確保というのと、健康が一番の

視点になってくると思うのです。だから、最大限トラックが大きいほうがよろしいで

すし、校庭の状況も日当たりがいいというのが、やはり一番大事にしていきたいなと

いうふうに思います。 

教育施設研究

所 

先ほどの回答の、面積の件です。 

１万 7,000㎡と、１万 6,000㎡ぐらいでございます。今、諸元で区のほうで想定さ

れている約１万 4,000㎡の数字が、プランによって廊下が長くなったり、階段の箇所

が増えたりとか、そういったところで差が出ているということで、教室の数とか、部

屋の大きさは、ほぼ同等という考えで見ていただければと思います。 

委員  そうしますと、別に、１万 6,000㎡から１万 7,000㎡なら、そこは余り考える余地

ではなく、いろいろなところを含めたところの合算だということですね。 

学校整備担当

部長 

 一応教育委員会が決めている諸室と条件と、学校側の要望は、十分お応えできる延

床面積というふうには思っております。 

委員  先ほどの、トラックのお話なのですけれども、資料では 150メートルトラックにな

っていますけれども、現実に子どもたちの動線を考えたときに、150 メートルトラッ

クは基本的にこの案でもとれないと思ったほうがいいということですか。 

学校整備担当

部長 

 これから通路をつくる必要性、それと、運動場はやっぱり目いっぱいトラックでは

なくて、脇に余裕のスペースはどうしても必要になります。そういうスペースをとる

と、この 150メートルトラックをこのまま校庭の隅から隅まで使って配置するという

のは、難しいかなというふうには思っています。 

委員  それが本音でいらっしゃるのでしょうけれども、でも、こういうところに絵で 150

メートルトラックと書かれれば、皆さん、150 メートルトラックができるというふう

に思ってしまいますよね。 

 先ほど、ここの 150メートルトラックで、結構中学生でも厳しいという意見もあり

ました。今杉四小が、基本的には、110 メートルなのですね。ですから、それでも５
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年生、６年生ぐらいの速い子になると、曲がりきれなくなって、衝突して、転ぶ子が

出てきてしまうぐらいなのですよ。120 メートルのトラックで中学生を走らせるとい

うのは、大変危険な状態ではないかなと思います。 

 そのほかに野球の話とか、サッカーの話とかあるのですけれども、今のこのスペー

スであれば、競技会とかそういうのを開くのは、中学生の大会では多分無理ですし、

逆に、今度小学生もここに入って使うとなれば、例えばの話、サッカーですと、中学

生のゴールと小学生のゴールというのは大きさが違いまして、別に用意しなければい

けないということになってしまいます。 

 ですから、そういう意味でのスペースを絶対必要にはなるかなと思うのですけれど

も、その辺はよく熟考していただきたいなというふうに思います。 

教育施設研究

所 

 この配置図のところに、「新設正門」と書かせていただいているのですが、これは、

議論がまだ確定していませんが、こちら側に正門が、今後協議の中で確保できれば、

150 メートルトラックは入ります。北側にしようとすると、やはり外周部に通路が必

要になったりというところで、正門の位置関係で今後決まっていくのではないかなと

思っています。 

委員  一応確認なのですけれども、150 メートルがぎりぎりというふうになってきたとき

に、120 メートルは問題ないわけですよね。そこもとれなくなってくると、ちょっと

話が大分違ってきてしまうので。 

学校整備担当

部長 

 120 メートルトラックはとれます。先ほどの参考資料の阿佐ヶ谷中、方南中の敷地

面積と比較して、校庭の面積を参考に見ていただきたいのですけれども、阿佐ヶ谷中

がこの状況で、トラックをつくってやっています。奥行きが 75 メートルあるのは同

じですけれども、幅、横の面積が非常に違いますので、120 メートルのトラックの場

合にも、周りの空地もとれて、安全な運動場には確保できるのかなと思います。 

委員  息子の小学生２人が野球部に入っています。高円寺メイトで、杉四と杉八を主とし

た合同チームなのですけれども、毎週高円寺中の校庭を大体２時間枠でいただいて、

使わせてもらっています。 

 小学校の校庭は横長で、野球の試合ができないので、高円寺中の枠をいただいたと

きに、練習試合ですとか、公式の試合を組むような形で使っています。 

 前回の設置案を監督が高と低で２人いるのですけれども、ちょっと聞いたところ、

やはり野球の試合をするには、今の現時点の高中の校庭がぎりぎりの範囲で、大人の

場合なのですけれども、子どもの場合、少年野球は 60 から 65 メートル、大人が 65

から 70メートルいるとのことでした。 

 現時点では、高円寺中は土曜も日曜も２時間枠で、少年野球から中学生のチームや、

あと、大人のチームも２時間区切りで試合をしているような状況で、ちょっと校庭が

狭くなって野球の試合ができない。野球の側面からだけですけれども、ちょっとそれ

が崩れてしまうかなという話をしていました。 

 学校あっての施設利用だとは思うのですけれども、全くその状況が崩れてしまうの

は厳しいかなというのを野球部では話していまして。何とかぎりぎりでも、範囲を確
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保できる方向で進めていただければという話をしていました。よろしくお願いしま

す。 

教育施設研究

所 

 Ａ案の場合におきまして、60メートル近くの外野の長さぐらいかなという、想定を

しております。 

 それと中学校の場合、マウンドをどうするかというところで、マウンドとトラック

のかぶりとかを今後検討して、配置を決めていかなければいけないのかなと思いま

す。 

 練習におきましては、防球ネット、今回極力高くしていただけるという話も聞いて

おりますし、場合によっては、天井ネットといって、先にボールを落とす工夫とかで

高校などもやっておりますので、そのようなことを含めて、可能ではないかと、Ａ案

におきましては考えております。 

学校整備担当

部長 

 まだ詳細設計ではなくて、あくまでも配置のプランしか考えていないです。意見と

ご要望はきちんときょう聞いたことにさせていただいて、それができるとかできない

という議論は、きょうこの場ですぐ回答できませんので、ご容赦いただきたいと思い

ます。 

会長  野球部としてもできるだけ広い面積が欲しいというようなことですね。わかりまし

た。ありがとうございます。 

 では、配置についてのご意見を頂戴できますでしょうか。 

 トラックの面、それから、野球部の活動などから考えても、できるだけ校庭の面積

を広く使ってつくってほしいというようなところが、今出ているかなと思います。 

 各学校、中学校、小学校２校には、プランをつくる前に、先生方の意向は全部伺っ

ています。やはり基本的には同じような、できるだけ広いスペース、トラック、そし

て直線で 50 メートル走るなんていうふうなところも、先生方からは頂戴して、それ

を含めて既に教育委員会のほうには話をしてあります。 

 いかがでございましょうか。 

委員  全然違ってしまう話なのですけれども、今までの議論の中で、杉並らしいみどり豊

かな学校をということで、いろいろと議論をされてきているのですけれども、高円寺

中を見ると、立派なすばらしい木がいっぱいあって、その辺をきちんとうまく生かし

て、やっぱりこの新しい学校にも、みどり豊かな学校にしていただきたいなと思って

おります。その辺は、十分ご考慮いただきたいと思います。 

委員  このＤ案は、150 メートルトラックがとれるのですけれども、これはカーブが相当

きついのですよね、やっぱり。 

会長  Ｄ案についてということですが、いかがでしょうか。 

教育施設研究

所 

 はい。きついです。 

委員  そうすると、120 メートルトラックも嫌だという話になると、おのずとＡ案しかな

くなってしまうような感じがするのですけれども、そういうふうに言っては、身もふ

たもないのであれなのですけれども。 
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委員  済みません、Ａ案のトラックのアールは幾つですか。 

委員  ちなみに、既存と比較しても、若干アールがきつくなっていますよね。 

教育施設研究

所 

 既存のアールが、半径約 12 メートルだと思います。今、ちょっと定規であたって

みただけですけれども、現在書いているのが、半径９から 10 メートルぐらいのイメ

ージで、少し、現状よりはアールがきつくなっています。 

委員  ちなみに、Ｄ案は幾つなのですか。 

教育施設研究

所 

 Ｄ案は、半径 7.5メートルとか。そんなところですかね。 

会長  ちょっと厳しそうなコーナーになりそうですね。 

 配置について、大体方向性としては、Ｃ、Ｄ案というところは余りないかなという

感じなのですけれども、いかがでしょうか。 

 日影の問題とか、そういうところもあるのですけれども、そのあたりも舗装、その

他でクリアしていける可能性があるというようなご説明も頂戴しています。 

 トラックの大きさ、それから野球の活動なんていう面からも、できたら広い校庭を

つくってほしいというご意見、また学校の先生方からも同様の意見をもらっておりま

す。 

 委員の皆さんからの、ほかに何かご意見を頂戴したいと思うのですけれども。 

委員  仮設なし案、Ａ案ですけれども、これは既存の校舎を使ったときの昇降口はどこに

設けますか。 

教育施設研究

所 

 工事エリアが、左側の昇降口に迫ってまいります。それで、私どもとしましては、

今、職員が北から入るルートがありますので、その辺に仮設で何らかの昇降スペース

をとっていこうと考えております。 

会長  その辺も、子どもの安全を第一に考えていかないとですよね。 

委員  そうすると、例えば、今、北二丁目側の、小学校５、６年生も通学すると想定した

ときに、環七歩道橋を渡って、この工事門を通過して、既存校舎にと。 

会長  北側回りのほうが、そのほうがいいと思います。 

委員  そうすると、基本的にそういうような指導でやっていくと。 

では、南口に住んでいる子たちは、ガード沿いの道路を渡って、わざわざ北のほう

まで行って、通学させるということになるのですか。工事の安全面、それが配置にも

大きくかかわってくるかなと思うので、そこはやはりきっちり安全面を検討していか

ないと、非常に怖いなというのはあります。 

学校整備担当

部長 

 確かにＡ案だと、従前の北側通用門というのですか、第二校門を使わざるを得ない

かと思います。 

 小さなお子さんが、確かに環七とか、中野へ行く道を渡ってぐるっと回るわけです

から、そこはもう教育委員会として安全策が優先ですから、人手をきちんと入れて、

ガードマンだとか、職員を配置しながら、安全対策を万全にしていきたいと思います。 

委員  例えば、通学時に関しては、一切車両の進入をなくすような形で、この配置案を施
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工していくとか、そういうところまでひっくるめて……。 

学校整備担当

部長 

 よくあるのが、今まで工事でも、学校の周辺はスクールゾーンがあります。時間規

制がちゃんと引かれていますから、工事についても、工事車両はきちんとお子様の通

学時間が終わった後でないと大型の車両は入れないとか、それは工事の中で徹底して

いけると思います。それプラス一般車両については、ガードマンとか職員をつけて、

人的な安全策をとると。 

 もう１つは、ご近所の迷惑にならないように、お子さんが通学する時間帯よりも前

に、職人の車を入れてしまう。材料については、通学時間が終わった後、材料を搬入

と、そういう工事のやり方によって、学校の環境と安全対策というのは、工事段階で

もう１回詰め直すことができるかと思います。 

委員  確認なのですけれども、工事期間中は、子どもたちが使えるものというのは、北門

だけになりますか。新設のこの正門というのは、工事用で使って、東側のほうの東門

も、工事用の仮設プレハブが多分できてきてしまうでしょうから、東門も使えないと

なると、北門だけだということになりますよね。 

学校整備担当

部長 

 残念ながら工事の搬入で、トラックだとか、入れられるのが環七側の１箇所、用地

を後から買収したところしかありません。かといって、北側の校舎で、昇降口と接続

しているのは、やはり北側の校門しかありませんので。 

もう１つは、これから詰めますけれども、東側ですか。東側も少し余裕があるかと。

小さい小屋とか撤去させていただいて、なるべく歩ける通路ができるかどうかご意見

も出ましたので、ちょっと詰めさせていただきます。 

会長  ご検討いただくということで。 

 では、配置についてということで、ご意見、ほかにはいかがでしょうか。 

委員  北のほうの通用門だけ使えるというのはいいのですけれども、何かあったときに、

外に出られるような状態になっていれば全然問題ないかなと。小学生も５、６年生は

いらっしゃると思うのですけれども、通うのは中学生なので、問題ないとは思うので

すけれども、何かあったときの防災面というか、外に出られるような状態に、工事の

車両がとまっていて出られないとかというのはやっぱり困るので、その辺をお願いで

きればと思うのですが。 

会長  もちろんそれは、出られないでは話にならないですからね。 

委員  今、いろいろ意見が出されていると思うので、大分プランが絞り込まれているので

はないかなというふうに思うのですけれども、やはり争点としては、運動場の問題。

それからプールを１つにするのか、２つにするのかと。それから、日照の問題、騒音

の問題、いろいろ出ていますよね。 

 やはり地元としては、前にも出ていたように、学校というものは、あくまでも防災

基地の立派なものを設けなくてはいけないというような観点もありました。 

 そういう観点もあった上で、それぞれ３つの学校が１つに来るわけですから、そう

じゃなくても校庭については、今の現状の 5,300㎡から、最大の 4,800㎡にするか、そ

れ以外にするかという案が出ています。 
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 あとは、南に建てるか、北に建てるかの問題がある。それから、コストや工期の問

題もある。そういうものをもろもろの観点から含めて、配置を選び、進めていかない

といけないのではないかなと思います。 

 地元としては、誰でも防災のときの立派な拠点にしたいという、以前から話が出て

いましたし、そういうことも含めて、そろそろ絞っていっていいのではないかなとい

うふうに思いますけれども。 

会長  おっしゃるとおりですね。防災の拠点、また、まちの学校ですから、そういうとこ

ろの観点も忘れないようにしていきたいなというふうには思っています。 

委員  微調整できるものは、これから微調整できるのですよ、今の話の中でも。 

会長  きょうは、配置をどうするかというところまではやっておきたいなというふうに思

います。 

 いろいろ細かい点をご指摘いただいているのですけれども、そういうところはこの

後、いろいろ話し合いながら、ご意見を伺いながら考えていける部分もあるのかなと

思うので、基本的に、北側か南側かということだと思うのですけれども、ここについ

ての配置はよろしいですか。 

委員  工事期間や何かも考えて、仮設の工事をしなくて済むという面では、もうＡ案しか

ないと思うのです。そういう面で、やっぱり生徒が仮設の校舎で勉強するというのと、

この校舎を生かしながらするというのとでは、おのずと答えはもう出ているというよ

うな気がしますね。Ａ案でという形が最善ではないかと思います。 

 経費の面でもそうですし、１つの考え方として、仮設の校舎を建てて、また壊して

というより、やはりＡ案が一番可能性があるのではないかという気がしますね。 

会長  ありがとうございます。ほかは、いかがでしょう。やはり、Ｃ、Ｄ案のほうがいい

よというのは、あれば伺っておきたいのですけれども。 

委員  前回のときに、子小は一応考えないということだったのでしたっけ。 

 子供園は、一応考えないということにしたのでしたっけ。 

教育施設計画

係推進担当係

長 

 子供園がこちら側に来るということは、基本的にはないです。 

委員  考えないということですね。 

委員  児童館はどうですか。 

教育施設計画

係推進担当係

長 

 来ません。放課後居場所事業として展開していくことはあるかと思いますが、児童

館の機能が丸ごと来るということはないです。 

委員  特別支援学級は設置すると。通級学級で？ 

教育施設計画

係推進担当係

 固定で、今検討中です。種別に関して２月の懇談会で、ご説明させていただきまし

たけれども、その方向性はまた今度ご連絡できればと思っております。 
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長 

委員  当然、固定級を設置ですけれども、特別支援教室も設置すると。 

教育施設計画

係推進担当係

長 

 そうです。 

委員  今後の進め方によっては、特別支援学級はないというふうに捉えているわけです

か。 

教育施設計画

係推進担当係

長 

 特別支援学級は、設置する方向で検討しています。 

委員  子供園の。 

教育施設計画

係推進担当係

長 

 子供園は入りません。杉並第四小学校に存置ということで計画決定しております。 

会長  子供園、児童館については、こちらへ一緒ということはないというような確認でし

た。 

委員  前回の会議で出た話なのですけれども、今、子供園はこっちへ持って来ないよとい

う話は前回も。それに対して、いわゆる杉並区でずっとやってきた子小連携という部

分。この部分の考え方というのを、もう一度明確にしていただいたほうがいいのかな

と思います。 

 そのために、随分今まで犠牲を払ってやっている部分があるのですよ。保育園から

ずっと歴史的にいろいろ来て、杉四の中にいろいろ入るのに、今現在でも、子供園の

子たちが、北側の一番条件の悪いところに無理に押し込んだような部分がありますか

ら。そういったものを全部踏まえて、やっぱり杉並区として子小連携ということで進

めてきたことですから、それはもうやらないよということなのか、それとも今後続け

ていくのか。 

 そのために、この新しい学校として、どういうふうにその辺を受け入れていくのか

という部分をやっぱり議論していかなければいけないと思います。 

委員  子小連携については、やっぱり杉四小と高円寺北と、もう長い今までの蓄積がある

ので、もう新校になって離れたとしても、今までの交流というのはきちんと継続した

形でやっていくというふうには考えています。ですから、併設でなくなってしまった

から連携はしないよということではないということは、確認しておきたいなというふ

うに思っています。 

 あと、結局我々現場としては、いろいろ工夫をしながら、現実的にはやっていくと

いうのが実際のところなので、それこそ希望というか、理想を言ってしまえば、大き

い、だだっぴろい校舎、校庭があるのがベストですけれども、必ずしもそういうふう

なことは現実的にはあり得ないわけです。 
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 校庭も、今よりも小さいところでやりくりしている学校は結構あるのですよね。そ

の中でやっているわけですから、きょうのやっぱり一番大きいところは、北にするか

南にするか、それから、どういうふうに敷地を配置するかという。 

 細かいところは多分これから調整がきくと思うのです。そうすると、きょうの議論

の中でいうと、学校現場としては、やっぱり校庭がマックスとれるものがいいだろう

と、それから日当たりのことと、それからプールについても、前回も話題になりまし

たけれども、小中一緒になるのであれば、やっぱり２つあったほうがいいなというふ

うなことは考えています。ですから、そういう方向でいけるといいのかなというふう

には思っています。 

会長  ありがとうございます。子供園も、今までもずっと一緒に連携してきたので、それ

を切るということは全く考えておりませんし、今後もというふうに思っています。 

 ほかに、特にＣ、Ｄ案のほうがというご意見があったら、お出しいただければと思

うのですけれども。 

 ございませんようであれば、基本的にはＡ案というふうな方向性かなというふう

に、今までの委員さん方のご意見、それから、ご議論を伺っている中では、方向性と

してはそう思うのですが、いかがでしょうか。ご異議ございましたら、ご発言いただ

ければと思うのですけれども。 

 わかりました。それでは、きょうは本当にいろいろなご意見を頂戴しながら進めて

まいりました。もちろん配慮が必要な課題も多々ありますし、今後一体どうやってい

くかというところもあるのですけれども、それをこの後、いろいろな面で整理をしな

がら、また、教育委員会の皆さんとも話し合いながら進めていきたいと思います。 

 Ａ案の方向で、基本設計を進めさせていただくということで、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは、細かいところについては、Ａ－１案というのがあったのですけれども、

そのあたりも含めて、今後の平面計画とも絡んでこようかなというふうに思いますの

で、そのあたりを含めて考えていければなというふうに思っています。 

 ではまた、今後のほうも進めていただければと思います。 

 では、その次の次第になりますが、その他の中身について、事務局にお願いできま

すでしょうか。 

教育施設計画

係推進担当係

長 

 本日もさまざまなご意見をありがとうございました。きょういただいた意見をまた

平面計画のほうに活かしていければと思っておりますので、また次回以降、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 では、その他につきましては、事務連絡になります。前回の第 11 回の懇談会会議

録の要旨につきましては、教育委員会のホームページにアップさせていただいており

ますので、ごらんいただければと思います。 

 本日の会議録につきましても、また案が作成でき次第、早目に委員さんに確認いた

だきまして、少しでも早くホームページにアップできればと考えておりますので、よ
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ろしくお願いします。 

 次回、平面計画に入っていきたいと考えております。きょう、配置がＡ案というか、

南側に寄せてつくるというような方向性が出ましたので、これから３校の先生方、現

場の意見を伺いながら、教育委員会でも調整しながら詰めていきたいと思っておりま

す。 

 あと、懇談会で昨年議論していただいてまいりました基本的な考え方を十分に平面

計画のほうに活かした形で、次回の懇談会の中で、平面計画を説明する中で、基本的

な考え方はここに反映しているだとか、学校の現場の声としてこういうところを配慮

して配置していますだとか、丁寧に説明させていただきまして、それから皆様にご意

見を伺ってまいりたいと思いますので、ご理解いただければと思います。 

 次回の懇談会につきましては、この後、また会長に日程調整をお願いしたいと思い

ますけれども、前回の懇談会でもお話させていただきましたが、基本設計完成に向け

て、毎月こうやってお忙しい中集まっていただきましてありがとうございます。なか

なか３校長と、設計事務所と、教育委員会とかと、日程調整を行う段階で、かなり候

補日が絞られてしまっていて大変恐縮ではございますけれども、限られた候補日の中

で、皆さんのご都合をお伺いして、欠席の方がいらっしゃるかもしれませんけれども、

少しでも欠席者が少ないところで開かせていただければと思っておりますので、基本

設計が落ちつくまでは、そういったところをご理解いただければと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 あとは、会長のほうでよろしくお願いします。 

委員  その前にその他事項でよろしいですか。 

会長  どうぞ。 

委員  当然、これが進んでいくに際して、この平成 31年４月までの間の、現存する児童・

生徒のケアも考えていかないと思うのです。そうすると、どの案でいったとしても、

校庭が使用できないということもあるので、今の段階から、例えば、杉四小の校庭に

関して、部活などでも使えるとか、そういったものも考えていただきたいと思うので

す。そうなってくると、先ほど照明の問題も出ましたけれども、やはり完成するまで

の間、部活もちゃんとできるような形で、そういった照明とかの配慮も必要ではない

かなと思っています。 

 あと、当然このグラウンドのスペースだけで考えて、新校舎が完成したとしても、

やはりグラウンドが狭いという問題は出ると思うのですよ。そうなってくると、第二

グラウンド的に杉四の校庭も必要だと考えたときに、動線を考えると、まだ正式では

ないですけれども、新しい門ができたときに、杉四小の東門ですか、そことの動線を

やっぱり考えていくようになると、あそこに歩道橋もほしいなと思うのですね。ただ、

これはもう東京都ですけれども、そういったやっぱり働きかけというのも一緒に、地

域も含めて考えていただけるようなことをこの懇談会の場で進めていただければと

思います。 

学校整備担当  貴重なご意見ありがとうございます。工事期間中、仮設の校舎と運動をどうするか
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部長 ということは重要な課題でございますので、引き続いて、その提案についても検討し

て、皆さんのほうにご相談していきたいと思ってございます。 

会長  あわせてご検討いただくということで、よろしくお願いいたします。 

 では、ほかになければスケジュールの調整をお願いしたいと思いますが。予定表を

よろしいでございましょうか。 

（次回懇談会、日程調整） 

 では、次回、第 13回の懇談会につきましては、９月 29日火曜日の午後２時、高円

寺中学校、同じ多目的室ということで、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは長くなりまして、申しわけありませんでしたが、以上で第 12 回の懇談会

を終了いたします。本日はお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 


